
令和５年度
指定居宅介護支援事業者等
集団指導
令和６年度介護報酬改定について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日は、お忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。
令和５年度　指定居宅介護支援事業者等集団指導を開催いたします。
本日は、令和６年度介護報酬改定についてという議題で行いますが、先日のケアマネ研修の内容で、居宅介護支援に係る報酬改定内容が全て含まれておりましたので、これを補足する形で進めます。



次第

１ 令和６年度介護報酬改定について
２ 事業所の指定等に係る電子申請・届出システムの導入に
ついて
３ 介護予防支援事業所の指定について
４ ケアプラン点検のスケジュールについて
５ 令和６年４月１日以降の総合事業について
６ その他

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日の次第です。
１　令和６年度介護報酬改定について
２　事業所の指定等に係る電子申請・届出システムの導入について
３　介護予防支援事業所の指定について
４　ケアプラン点検のスケジュールについて
５　令和６年４月１日以降の総合事業について
６　そのほか
となります。



１ 令和６年度介護報酬改定について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは、１　令和６年度介護報酬改定について　御説明します。



居宅介護支援に係る改定事項
①人員配置基準における両立支援への配慮※

②管理者の責務及び兼務範囲の明確化等※

③いわゆるローカルルールについて※

★④書面掲示規制の見直し※

⑤特定事業所加算の見直し
★⑥居宅介護支援事業者が市から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取

り扱い※

⑦他のサービス事業所との連携によるモニタリング※

⑧入院時情報連携加算の見直し
⑨通院時情報連携加算の見直し
⑩ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
居宅介護支援に係る令和６年度報酬改定の改定事項については、記載のとおりです。
説明させていただく内容は、★印の項目となります。
※については、介護予防支援にも適用される内容となっています。



★⑪業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入※

★⑫高齢者虐待防止の推進※

★⑬身体拘束等の適正化の推進※

⑭ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
⑮テレワークの取扱い※

⑯公正中立性の確保のための取組の見直し
★⑰介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）
★⑱介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）
⑲同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
⑳特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住
する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化※

㉑特別地域加算の対象地域の見直し※



④書面掲示規制の見直し
● 重要事項の掲示

ウェブサイトへの掲載が義務に
経過措置 令和７年３月３１日まで

● ウェブサイトとは
法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム

※介護サービス情報公表システムに重要事項を掲載する機能は
実装されていない。（令和６年３月８日現在）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、④署名掲示規制の見直しについて、です。
重要事項については、事業所への掲示又は備え付けにより、利用者が閲覧できるよう求めているところですが、情報の閲覧がインターネット上で完結するよう、今般の改正によりウェブサイトへの掲載が義務付けられます。
この義務については、令和７年３月３１日までの経過措置が設けられています。
ウェブサイトについては、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことと基準の解釈通知に記載されています。
なお、千葉県の介護サービス情報公表システムを管理する千葉県介護サービス情報公表センターに伺ったところ、令和６年３月１８日現在で、重要事項を掲載できる機能は実装されていないとのことでした。



介護サービス情報公表システム

千葉県介護サービス情報公表センター 043-245-2344

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
先日のケアマネ研修においては、法人のホームページを充実させてはどうかとありましたが、介護サービス情報については、介護保険法により都道府県知事への報告が義務付けられています。介護サービス情報公表システムはこれを具現化したものと考えられます。
当該システムについては、全ての事業者が公表をいただいていると認識しておりますが、最新の情報に更新されていないものも散見されます。また、基本情報だけでなく、事業所の経営状況についても一部を除き、公表が義務付けられます。
　当該システムについては、利用者が介護サービス事業所を容易に検索できるものと考えますので、定期的な更新をお願いいたします。
　なお、介護サービス情報の公表については、所在地の都道府県が所管するため、当該依頼については、千葉県又はその委託先から発出されます。
　使い方等については、千葉県介護サービス公表センターにお問い合わせください。




介護保険法
（介護サービス情報の報告及び公表）

第百十五条の三十五 介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密
着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予
防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支
援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、
訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス（以下「介護サービス」とい
う。）の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定
めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報（介護サービ
スの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であっ
て、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該
介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚
生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を、当該介護サービスを提供する事業
所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらが、介護サービス情報の公表に係る介護保険法の規定です。



介護保険法
第十一節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
第百十五条の四十四の二
２ 介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業
者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなけれ
ばならない。
９ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指
定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第六項の規定に
よる命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介
護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者
の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する
ことが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長
に通知しなければならない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらは、経営情報の公表に係る介護保険法の規定です。



介護保険法施行規則

（法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める者）
第百四十条の六十二の二の二 法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働
省令で定める者は、その有する事業所又は施設の全てが次に掲げる基準に該
当する介護サービス事業者とする。
一 当該会計年度における提供を行った介護サービスに係る居宅介護サービ
ス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サー
ビス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予
防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対
価として支払いを受けた金額が百万円以下である者
二 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正
当な理由がある者

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
経営情報については、サービス対価の額が１００万円以下の場合は、報告の義務はありません。
令和６年冬ごろの施行を目指していいるとの厚生労働省の見解を確認しています。



⑪業務継続計画未策定事業所に対す
る減算の導入
● 業務継続計画未策定減算 １／１００

・経過措置 令和７年３月３１日まで
・要件 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、か
つ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象
・適用 事実が生じた時点に遡及

● ＢＣＰ作成支援
厚生労働省において、介護事業者におけるBCP 作成等を支援する事業を令和６年度

も引き続き実施

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
つづきまして、⑪業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入についてです。
以前より、通知等をさせていただいておりましたが、令和６年３月３１日を期限として、当該基準に係る経過措置期間が終了します。
令和６年度の報酬改定において、業務継続計画未策定の場合の報酬減算に係る項目が追加されました。
居宅介護支援事業所については、令和７年３月３１日までの間は減算が適用されませんが、運営に関する基準となり、個別の指導、ひいては指定の取消しにつながる内容ともなり得ますので、御注意いただきますようお願いいたします。
なお、減算の要件としては、感染症若しくは災害に関する業務継続計画がいずれかでも未策定の場合、かつ必要な措置が講じられていない場合に、その事実が生じた時点に遡及して適用されます。
訓練の実施や計画の見直しについては、減算の要件とはされていませんが、実施可能な計画となるよう、訓練や見直しについては実施するようお願いいたします。
厚生労働省において、介護事業者におけるBCP 作成等を支援する事業を令和６年度も引き続き実施する予定とのことですので、未策定の事業所、今後の運用に関して不安を抱えている事業所におかれましては、積極的に御参加いただきますようお願いいたします。




市の条例

（業務継続計画の策定等）
第22条の２ 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時におい
て、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及
び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」
という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければな
らない。
２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画につ
いて周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければなら
ない。
３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必
要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
業務継続計画の策定等に係る基準条例です。
第１項の規定に基づく、計画策定及び措置の実施が行われない場合に、減算が適用されます。
こちらは、居宅介護支援に係る条例の規定ですが、予防支援においても同内容が規定されています。



⑫高齢者虐待防止の推進

● 高齢者虐待防止措置未実施減算 １／１００

・経過措置 なし
・要件 虐待の発生又 はその再発を防止するためのいずれかの措置（委員会の開催、
指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていないこと。
・適用 発覚した月から

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして、⑫高齢者虐待防止の推進についてです。
こちらについても、令和６年３月３１日を期限として、当該基準に係る経過措置期間が終了します。
令和６年度の報酬改定において、高齢者虐待防止措置未実施の場合の報酬減算に係る項目が追加されました。
こちらについても、運営に関する基準となり、個別の指導、ひいては指定の取消しにつながる内容ともなり得ますので、御注意いただきますようお願いいたします。
なお、減算の要件としては、虐待の発生又 はその再発を防止するためのいずれかの措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていなければ減算の適用となります。
この減算については、当該事実が発覚した月から適用とされています。
先日のケアマネ研修においては、年度内の運営規程の届出が必要とありましたが、介護保険法の規定により変更から１０日以内とされているため、遅くとも４月１０日までの届出が必要となります。



市の条例
（虐待の防止）
第30条の２ 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止す
るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(１) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討
する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）
を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹
底を図ること。
(２) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備
すること。
(３) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待
の防止のための研修を定期的に実施すること。
(４) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
虐待の防止に係る基準条例の規定です。
ここに記載された各措置が講じられていない場合に、減算されます。
こちらは、居宅介護支援に係る条例の規定ですが、予防支援においても同内容が規定されています。



⑬身体拘束等の適正化の推進

● 身体拘束等の禁止
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、行ってはならない
● 記録の作成
態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録
● 記録の保存
５年間

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして、⑬身体拘束等の適正化の推進についてです。
　居宅介護支援の具体的取り扱い方針に、身体的拘束等の禁止に係る規定が追加されました。
　居宅介護支援については、身体的拘束等が行われることが想定されませんが、介護サービス事業における一体的な身体拘束等の適正化に当たり、利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、行ってはならないと規定されました。
　なお、身体的拘束等を行った場合には、その記録を残す必要があります。
　省令上の保存年限は２年とされていますが、印西市においては条例で５年としています。



市の条例
（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）
第１６条
(2)の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者
等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束
その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を
行ってはならない。
(2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
身体拘束等の禁止に係る基準条例の規定です。
こちらは、居宅介護支援に係る条例の規定ですが、予防支援においても同内容が規定されています。



⑰介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）
⑱介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）

● 介護支援専門員１名当たりの利用者の数が緩和
介護支援専門員１名当たりの利用者数
（居宅介護支援費Ⅰ）

４４人
ケアプランデータ連携システムを利用し、かつ事務職員を配置している場合
（居宅介護支援費Ⅱ）

４９人
※利用者数は、介護予防支援の利用者の数に３分の１を加えた数を加えた数

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　続きまして、⑰⑱の介護支援専門員１人当たりの取扱件数についてです。
従業員の員数について、介護支援専門員１名当たりの利用者の数が緩和されます。
　また、基準上の員数と介護報酬上の員数の整合が図られていませんでしたが、今回の改正により両者の整合が図られた数値で規定されました。



＞ケアプランデータ連携システムを利用とは
ケアプランデータ連携システムの利用申請をし、クライアントソフトをイ

ンストールしている場合に当該要件を満たしていることとなり、当該システ
ムによる他の居宅サービス事業者とのデータ連携の実績は問わない。

＞現在の情報通信機器整備又は事務職員配置による
居宅介護支援費Ⅱはどうなる
現行制度の今後の取り扱いは示されていません。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今回、居宅介護支援費Ⅱの算定要件が変更となりました。
要件の１つにケアプランデータ連携システムの利用があります。
先日のケアマネ研修において、当該システムの利用については全事業所の１０％程度との話がありました。
市内の事業所からも当該システムの利用については、相手方となる居宅サービス事業所が使用しなければ意味がないとの御意見もいただいておりますが、居宅介護支援費Ⅱの算定要件上は、クライアントソフトをインストールしていれば要件を満たすこととされており、データ連携の実績は問わないとされています。

また、現在の情報通信機器整備又は事務員配置による居宅介護支援費Ⅱの登録については、現在取り扱いが示されておりませんが、要件が変更となるものについては、改めての届出が必要との通知があり、その中に居宅介護支援費Ⅱが示されていたため、当該届出内容については一旦白紙となるものと考えています。



２ 事業所の指定等に係る電子申請・届
出システムの導入

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは、２　事業所の指定等に係る電子申請・届出システムの導入について　御説明します。



事業所の指定等に係る
電子申請・届出システムの導入

● 事業所の指定等に係る手続き
電子申請が原則
自治体の準備ができ次第施行
令和８年３月３１日までに

※ 今年度中に導入の目安をお知らせします。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート

現在、事業所の指定等に係る手続きは、書面、一部メール等のやり取りにて行っていますが、令和５年３月の介護保険法施行規則の改正により、令和６年４月から厚生労働省が構築する電子申請・届出システムによる提出が原則となります。
経過措置により、開始時期は市における準備が整い次第となりますが、期限は令和８年３月３１日とされています。
　開始時期については未定ですが、年度中にはある程度の目安をお伝えしたいと考えております。



介護保険法施行規則
（申請等の手続における電子情報処理組織の使用）
第百六十五条の七 次に掲げる申請、申出又は届出（以下この条において「申請
等」という。）は、厚生労働省の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以
下この条において同じ。）と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機と
を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気
通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイルに当該情報が記録されるもの（やむを得ない事情により当該方法に
よる届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切
な方法とする。）により提出しなければならない。
（電子情報処理組織を使用する方法による申請等の手続に係る経過措置）
第四十三条 第百六十五条の七の規定は、同条各号に掲げる申請、申出又は届出
（以下この条において「申請等」という。）を受理すべき都道府県知事又は市町
村長が、同条に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事
業所又は施設が当該都道府県知事又は市町村長に対して行う申請等について適用
しない。この場合において、当該都道府県知事又は市町村長は、令和八年三月三
十一日までの間に、当該準備を完了しなければならない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
電子申請・届出に係る介護保険法施行規則の規定です。
やむを得ない場合には、当該システムによらない方法も許容されていますが、あくまでも例外です。



事業所の指定等に係る
電子申請・届出システムの導入

● 様式の標準化
電子化に先立ち、指定申請等に係る様式は厚生労働省が定め

る様式に統一

電子申請・届出システムの詳細
標準様式は下記から
厚生労働省ＨＰ
介護事業所の指定申請等のウェブ入力、電子申請の導入、文書標準化

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　この電子申請の届出システムの導入に先立ち、申請等の様式が厚生労働省で定める様式となったため、市の規則において規定していた指定申請書等の様式については全て廃止いたしましたが、当初より、標準様式を採用していたため、基本的な変更はありません。
詳細は、厚生労働省ホームページを御覧いただき、導入に係る準備をお願いいたします。

http://#
http://#


厚生労働省ＨＰ
介護事業所の指定申請等のウェブ入力、電子申請の導入、
文書標準化

指
定
地
域
密
着
型
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事
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の
フ
ァ
イ
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
厚生労働省ホームページのイメージです。
電子申請に係る内容と標準様式がここで確認できます。
様式については、指定地域密着型サービス事業所等のファイルに同梱されています。
様式の変更を踏まえた手引きの改定を予定しております。
準備ができ次第、お知らせいたします。



３ 介護予防支援事業所の指定について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして、３　介護予防支援事業所の指定について御説明いたします。



指定基準について

（指定介護予防支援事業者の指定）
第百十五条の二十二 第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定める

ところにより、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター
の設置者又は指定居宅介護支援事業者の申請により、介護予防支援事業を行
う事業所（以下この節において「事業所」という。）ごとに行い、当該指定
をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者（当該市町
村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村
の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用
居宅要支援被保険者を含む。）に対する介護予防サービス計画費及び特例介
護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
地域包括支援センターの設置者だけでなく、
指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を受けることができます。



介護予防支援事業所指定の申請について

申請等の手引きを作成予定
厚労省の指定様式を使用する
令和６年４月１日より受付開始
指定日は２か月後

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
手引きや厚労省の指定様式については４月１日以降、市のホームページに掲載する予定です。
受付は、４月１日より開始しますが、審査・確認に２か月かかりますので、指定日は２か月後とお考え下さい。



利用者との契約の考え方について

ケアプラン作成事業者 令和６年４月１日以降の契約手続き

地域包括支援センターが作成

変更・対応の必要なし指定介護予防支援事業者の指定を受けない居
宅介護支援事業者が一部委託により作成

指定介護予防支援事業者の指定を受ける
居宅介護支援事業者が一部委託により作成

地域包括支援センターが締結している現行契
約の終了及び新規契約の締結

※新規契約については、予め３者契約とする

ことで介護予防支援及び介護予防ケアマネジ
メントの切り替え時の契約手続きの漏れを未
然に防止することができます。
※市への「介護予防サービス計画作成依頼届
出書」は、切り替えの都度、必要となります。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
介護予防ケアマネジメントの部分は地域包括支援センターのみが実施となります。
今までどおり、地域包括支援センターが作成する場合、指定を受けていない居宅介護支援事業者が地域包括支援センターからの一部委託により作成する場合は、変更・対応の必要はありません。
指定介護予防支援事業者の認定を受ける、居宅介護支援事業者がケアプランを作成する場合は、現在の契約を終了し、新たに、利用者・居宅・包括の三者で契約するよう、お願いします。
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの切り替え時の契約もれを防ぐ形になります。
市への「介護予防サービス計画作成依頼届出書」は切り替えの都度、提出の必要があります。



４ ケアプラン点検のスケジュール
について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして、４　ケアプラン点検のスケジュールについて御説明いたします。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
別紙のとおりとなりますので、ご協力をお願いします。



５ 令和６年４月１日以降の総合事業に
ついて

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして、５　令和６年４月１日以降の総合事業について御説明いたします。
ご説明の前に、総合事業のサービスコードについてお知らせいたします。
総合事業のサービスコードは、３月３１日に確定予定ですので、４月以降に決定する予定です。
現在、（案）の段階のサービスコードは、ワムネットに掲載されておりますので、ご参照ください。また、介護保険最新情報Vol.1212のP923以降にも単位数表が掲載されておりますので、併せてご覧ください。



総合事業のサービスコードについて

令和６年３月３１日に確定予定。
４月以降に市ホームページに掲載予定。
（案）の段階のサービスコードは、ワムネッ
トに掲載中。

介護保険最新情報Vol.1212 P923～
単位数表掲載

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ご説明の前に、総合事業のサービスコードについてお知らせいたします。
総合事業のサービスコードは、３月３１日に確定予定ですので、４月以降に決定する予定です。
現在、（案）の段階のサービスコードは、ワムネットに掲載されておりますので、ご参照ください。また、介護保険最新情報Vol.1212のP923以降にも単位数表が掲載されておりますので、併せてご覧ください。




事業対象者の有効期間の設定

令和６年４月１日より、事業対象者の有効期間を設定
有効期間 １年間
すでに認定を持っている対象者
令和６年４月１日～令和７年３月３１日
※ただし、サービス利用をしていない対象者は再アセ
スメント・基本チェックリストの実施が必要

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
要支援状態からの自立促進や重症化予防の推進を図ること等を目的に、事業対象者の有効期間を１年間と設定します。
すでに認定を持っている事業対象者の方は、一律、令和６年４月１日～令和７年３月３１日とします。
ただし、サービスを利用していない対象者については、認定はありますが、再度、担当の地域包括支援センターのアセスメント・基本チェックリストの実施が必要となります。
対象者には、４月１日以降に新しい保険証と共に、通知を行う予定です。
関係者（包括・居宅・総合事業指定事業者）には４月１日以降周知予定です。
現在、受持っている事業対象者の方のケアプランについては、４月１日から１年間として作成してください。

新規に、事業対象者を申請する場合ですが、
基本チェックリストを実施した日から実施日が属する月の末日と、その１年間の有効期間となります。
例えば、３月２７日に基本チェックリストを実施した場合、
３月２７日～３月３１日と、４月１日～翌年３月３１日までの有効期間となります。

更新は、有効期間の満了日の３０日前から満了日までの間に、担当ケアマネジャーが必要性について再アセスメントをし、基準に該当すれば更新を可能としますが、更新の際は、自立支援・重症化予防につなげるといった総合事業の趣旨や当市の方針についてご本人・ご家族へ説明・理解をしていただくようお願いします。



事業対象者は通所型サービスＣの利用
を原則

事業対象者が通所型サービスを利用する際
は通所型サービスＣからの利用開始を原則
とします。

事業対象者が訪問型サービスを利用する際
は通所型サービスＣの同時利用を基本とし
ます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
事業対象者の方が、通所型サービス（従前相当の通所介護）の利用希望する場合は、通所型サービスＣの利用開始を原則とします。
事業対象者の方が、訪問型サービス（従前相当の介護訪問）を利用する場合は、通所型サービスＣの同時利用を基本とします。



通所型サービスＣの概要
（なりたい自分実現プログラム印西チャレンジ）

専門職（心身・口腔・栄養）の面談を中心と
した週１回の計１２回、必要に応じて訪問１
回の約３か月間の短期集中プログラム

面談をとおして、生活の中で、できているこ
と、できそうなこと、工夫が必要なこと、困
難なことを整理をし、これからの生活につい
て一緒に考えます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
通所型サービスＣについては、様々な機会をとおし、説明させていただいておりますが、改めて概要について補足説明をさせていただきます。
通所型サービスＣは、専門職（心身・口腔・栄養）の面談を中心とした週１回の計１２回、必要に応じて訪問１回の約３か月間の短期集中プログラムになります。
年齢を重ねると、できないことが増え、マイナスのイメージを持ちがちですが、通所型サービスＣを利用することで、自身のできていること、できそうなこと、工夫が必要なこと、困難なことを整理し、これからの生活について専門職と一緒に考えていきます。
この３か月間で、集中的に関わり、自身の現状の理解や、これからの生活について考えることが出来、気持ちを向上させ、元の生活に戻ることを目指していきます。
面談ですので、その場での運動や、専門職からの一方的な助言・提案は行わず、ご本人の状況や性格、生活背景を踏まえつつ、ご本人が納得しながら考えることが出来るよう、事業を実施しています。



通所型サービスＣ利用後の状況

（人） サービス
利用者 卒業者サービス

中止
卒業時に
介護申請

卒業時に
サービス
利用

１年後の
確認
対象者

１年後
サービス
利用者

Ｒ３ 14 13 1 1 0 13 3
Ｒ４ 7 6 1 0 0 5 2
Ｒ５ 4 1 2 1 1 － －
計 25 20 4 2 1 18 5
割合 80％ 16% 10% 5% 28%

令和６年３月２１日現在

８割が通所Ｃを卒業。卒業時には９割が介護申請せず。サービス利用は0.5割。
卒業１年後では、約７割が介護保険サービス未利用。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
通所型サービスＣ利用後の状況について補足します。
令和３年度より、通所型サービスＣを開始し、計２５名が利用しております。その内、３か月後に卒業した方は８割の２０名、サービスを途中で中断した方は４名でした。サービスを卒業した２０名の内、卒業時にサービスを申請した方は２名で、９割の方が介護申請を行いませんでした。卒業時に介護保険サービスを利用した方は、１名で0.5割となっております。
卒業後１年の状況ですが、亡くなった方もいたため、確認できた方は、１８名でした。その内、介護保険サービスを利用している方は５名となっております。約７割の方が介護保険サービスを利用していない状況です。

通所型サービスCを最大限活用し、フレイルを予防・改善することで、要介護状態にならない方を増やすことを目指しています。状態を維持・改善することは、本人にとっての満足や自己効力感につながります。また、これらのことにより要介護認定を受けない方が増えることで、皆様（居宅介護支援事業所や地域包括支援センターのケアマネジャー）のケアマネジメントの負担軽減につながると考えています。



６ その他



例外給付に係る取扱いについて

① 居家族等がいる場合の訪問介護及び訪問型サービスの「生
活援助中心型」

② 要介護認定等の有効期間の半数を超える短期入所

③ 軽度者への居宅介護（介護予防）福祉用具貸与

④ 訪問サービスにかかる「院内介助」



介護給付費に係る質問について

厚生労働省ＨＰ
介護サービス関連Ｑ＆Ａ

令和６年１月現在

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
居宅介護支援事業所のみなさまからの質問については、こちらのＱ＆Ａ集に掲載されているものがほとんどでしたので、御質問いただく際は、あらかじめ、こちらのＱ＆Ａを御参照ください。

http://#
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